
道路占用許可の申請手続き 
 
富田林市が管理する道路の占用又は掘削を伴う場合は、次により許可を受けて下さい。尚、

道路法並びに富田林市道路占用工事施行規則などに基づき、申請内容の変更を指示する事があ

ります。また申請そのものを受理できない、または許可できない事もありますので、はじめて

申請される方は事前に道路交通課に連絡ください。 
占用物を伴わない工事は「道路工事施行承認」の申請を行ってください。 
 

  

1、次の書類を市役所道路交通課に提出してください。 
[☆印は、指定用紙があります。][書面の捺印はすべて認印です。] 

 

 ●道路占用許可申請書☆ ２部（占用施設を管理する者が申請者となる。） 
《添付図書》道路占用料(減免)申請書☆、道路占用関係者との協議書☆、

位置図(住宅地図等)、平面図、断面図、構造図、町総代等の同

意書写(通行止めをする場合)、接続同意書(接続先が農と水みど

り課所管の水路及び埋設管の場合)、公共下水道施設築造工事施行

承認書(接続先が公共下水道の場合)、その他必要となる図書。 
※道路占用関係者との協議は事前に済ませておいてください。 

 

 ●道路使用許可申請書☆ ２部（工事を監督する者が申請者となる。） 
《添付図書》位置図、平面図、断面図、構造図、交通処理図、工程表、町

総代等の同意書(通行止めをする場合)、その他必要となる図書。 

 

 
 

    
2、数日後、道路交通課から連絡しますので、市

役所へお越しのうえ道路使用許可申請書を

受領し、警察署に提出してください。受領印

は不要です。 
 

 

警察署 

  

 交通課 
0721-25-1234 
交通規制係 

    
 
 
3、さらに数日後、交通規制係の指定する日以降

に、警察署へお越しのうえ道路使用許可書と

回答書を受領してください。受領印が必要で

すので必ず持参してください。 
 

    

  
4、道路使用許可書は受領後すぐに市役所道路交通課に提示してくださ

い。また回答書は提出していただきます。道路交通課で道路使用許可

条件等を確認した上、その場で道路占用許可書をお渡しします。 
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 5、道路占用許可条件等に従い工事を行ってください。舗装路面の復旧

指示が立会または別途協議となっている場合は掘削工事後、道路交通

課に連絡し、道路交通課の指示に従い舗装路面を復旧してください。 
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 6、路面復旧及び路面標示完了後、工事竣工届☆を提出してください。 
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※申請から許可まで、概ね２週間程度の期間を要します。 


